
MI駿河　利用申請書
※欄は事務局で記入
	マリンインフォマティクス研究機構
	申請日
	　　　　年　　月　　日

	機構長 殿
	受付番号 ※
	   -   　　　　　　　 



以下の通り、MI駿河の利用を申請します。MI駿河の利用については、マリンインフォマティクス研究機構のシステム運用に協力し、その運用方針のもとに行います。

	課題責任者
氏　名
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)


	同上（英語表記）
	

	所属機関・部局・職
	


	同上（英語表記）
	

	連絡先 住所
	〒


	E-mail
	
	TEL
	
	携帯
	



	MI研究分野
	（未記入）

	課題名
	

	同上(英語表記)
	



	１．研究・教育概要

	（【目的（海洋・DX分野における関連理由を含む）】、【意義】、【計画と方法】、【MI駿河の利用方法（講義などで利用を予定している場合、別途ご相談下さい）】、【見込まれる成果】等を記述下さい。）






















	２．利用プログラム

	（MI駿河で実行するプログラムについて、
・プログラムの情報：利用するアプリケーションやライブラリ
・上記プログラムの実行環境や他のシステムで実行した実績（実行したシステム名称、システム構成、使用メモリ量、実行時間、性能値など
をわかる範囲で記述下さい。）

	３．資源利用計画

	[利用するプログラム名: A]
· 希望する資源量　　（計算資源量：　CPU / GPU　　　　　　ノード時間）
(ローカルストレージ　　                  　 MB）
· 計算資源量の算出根拠

· ローカルストレージの算出根拠

[利用するプログラム: B]
· 希望する資源量　　(計算資源量：　CPU / GPU　　　　　　ノード時間)
(ローカルストレージ　　                  　 MB)
· 計算資源量の算出根拠

· ローカルストレージの算出根拠


	４．実施体制
	課題参加者
	所属
	専門分野
	計算資源
利用の有無
	役割／経験・実績

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








	５．課題実施の妥当性

	· マリンインフォマティクスの目標達成と成果創出につながり得る研究開発・教育内容ですか。 
□はい　　 □いいえ
· アプリケーションの実行、動作検証、性能評価等を行う小規模な課題ですか。
□はい　　 □いいえ
· 提案課題の実施およびその成果の利用が平和目的に限定される等、科学技術・イノベーション基本法や社会通念等に照らして当該利用課題を実施しますか。
□はい　　 □いいえ




利用条件および制限事項

1. 利用条件 
ＭＩ駿河のユーザ利用条件を以下に示します。 
(1) ＭＩ駿河を利用することにより得られた成果は原則として公開すること。
(2) 駿河湾・海洋DX先端拠点化計画の趣旨に沿った利用であること。
(3) 本申請書の内容に変更が生じた場合は速やかにマリンインフォマティクス研究機構へ届けること。
(4) 本申請書の内容と異なる利用（利用者アカウントの貸与など）を行わないこと。
(5) マリンインフォマティクス研究機構のシステム運用に協力し、その運用方針のもとに利用すること。

2. 成果公開・成果報告にあたっての付帯条件
ＭＩ駿河を利用することにより得られた成果の公開にあたっては、以下の条件とします。成果非公開、成果占有で利用したい場合は別途ご相談ください。
(1) 成果を発表する場合には、「マリンインフォマティクス研究機構の支援により、ＭＩ駿河を利用した」旨言及して下さい。 
(2) 報告書、論文、口頭発表等で成果を発表した場合、タイトルや発表先等の情報をマリンインフォマティクス研究機構にお知らせ下さい。
(3) 成果をプレス発表する場合には、事前にマリンインフォマティクス研究機構に連絡して下さい。
(4) 利用終了後に、成果報告書をマリンインフォマティクス研究機構に提出して下さい。報告書はマリンインフォマティクス研究機構が発行する報告書の原稿として用います。なお、マリンインフォマティクス研究機構の広報活動等のために成果報告書の画像、図面等を利用する場合があります。
(5) 原則として、マリンインフォマティクス研究機構が開催する利用報告会、シンポジウム等に協力して、成果を報告して下さい。なお、提出された資料はマリンインフォマティクス研究機構の広報活動等のために用いる場合があります。

3. 知的財産権の帰属
利用者がＭＩ駿河を利用することによって生じた知的財産権については、利用者又は利用者が所属する機関に帰属します。ただし、当該知的財産権の取得にあたってマリンインフォマティクス研究機構の知的貢献が認められる場合については、別途マリンインフォマティクス研究機構と協議するものとします。

4. データの帰属
利用者がＭＩ駿河を利用することによって得られたデータについては、利用者又は利用者が所属する機関に帰属します。ただし、得られたデータに関してマリンインフォマティクス研究機構の知的貢献が認められる場合については、別途マリンインフォマティクス研究機構と協議するものとします。

5. 監査 
マリンインフォマティクス研究機構は、項目「1．利用条件」に対して利用者が適切に利用しているか、及び「２．成果公開・成果報告にあたっての付帯条件」を遵守しているかを監査することがあります。また、マリンインフォマティクス研究機構は、その監査のために利用者に対して質問を行い、プログラム・入出力データ等の提供を依頼する場合があり、利用者は回答及び提供に協力するものとします。 

6. 利用停止 
マリンインフォマティクス研究機構が、項目「1．利用条件」あるいは「２．成果公開・成果報告にあたっての付帯条件」で記載してある内容に反していると判断した場合、当該利用課題または利用者の利用を停止する場合があります。 

7. 安全管理及び損害賠償
(1) 利用者は、ＭＩ駿河の利用にあたり、マリンインフォマティクス研究機構の安全に関する諸規程及び指示に従うものとします。
(2) 利用者は、ＭＩ駿河の利用にあたって、利用者の責による事由により施設、備品などの滅失、損傷その他機構に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。
(3) 前項に規定する場合の他、利用者がＭＩ駿河の利用にあたり第三者に損害を与えた場合は、利用者がその責任と負担において解決しなければなりません。
(4) 利用者は、前２項に規定する事項が生じた場合は、直ちにその旨を機構に報告してください。

8. 免責  
(1) マリンインフォマティクス研究機構は、利用者がＭＩ駿河を利用することによって利用者に発生した損害に対しては、一切の責任を負いません。 
(2) 安全保障輸出管理の対象となる、利用者が行う技術の提供については利用者が責任をもって管理するものとし、マリンインフォマティクス研究機構は、当該規制への違反等に関しては、一切の責任を負いません。
（注）安全保障輸出管理の対象となる利用者が行う技術の提供とは、ＭＩ駿河を利用する過程で提供する技術情報やＭＩ駿河を利用して得た成果のうち、外為法関係法令で規制される技術情報を非居住者等、規制される者に対して提供することをいう。

9. 秘密の保持
ＭＩ駿河の利用者は、その利用にあたり知り得た秘密を第三者に漏洩又はＭＩ駿河の利用目的以外に用いてはならないものとします。

